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都 市 計 画 税 条 例 改 正 の 要 旨 

 

 

富士見市都市計画税条例の一部改正 

 

 

   附  則 

 

 第１８項 

   地方税法附則第６１条（新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者

等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特

例）の改正により、引用する適用条項を改正するもの。 

 

 

 



富士見市都市計画税条例（昭和４６年条例第４０号）新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

第１８項 法附則第１５条第１項、第１３項、第１８項から第２２項ま

で、第２４項、第２５項、第２９項、第３３項、第３７項から第３９

項まで、第４２項から第４４項まで、第４７項若しくは第４８項、第

１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用がある各

年度分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」とある

のは、「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで若

しくは第６３条」とする。 

第１８項 法附則第１５条第１項、第１３項、第１８項から第２２項ま

で、第２４項、第２５項、第２９項、第３３項、第３７項から第３９

項まで、第４２項から第４４項まで、第４７項若しくは第４８項、第

１５条の２第２項、第１５条の３又は第６１条の規定の適用がある各

年度分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」とある

のは、「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで若

しくは第６１条」とする。 
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